
＜その他、取組に特徴のある事例＞

○地域一体の取組で産地の発展を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 愛媛県八幡浜市 川上
やわたはまし かわかみ

協 定 面 積 田 畑(100％) 草地 採草放牧地
271ha 柑橘 － －－

交 付 金 額 個人配分 0 ％
3,114万円 共同取組活動 農地・農道管理費 58 ％

100％ 共同施設維持管理費 25 ％（ ）
多面的機能増進費 17 ％

協定参加者 農業者 249人 非農業者 3人

２．取組に至る経緯

川上集落は八幡浜市の南部に位置し、川上湾に面した段々畑と縦横に走る農道で景観

、 。 、が形成されており 経営の主体は温州みかんである 農家の高齢化が社会問題となる中

集落内の農業従事者は50代が中心であり、若い後継者も比較的多い。また、従来から地

区内に選果場を有し、スプリンクラー施設による共同防除と潅水の実施のほか、農道と

園内道の基盤整備など、集落全体で産地の維持強化に取り組んできた。

しかし、地域の過疎化は着実に進行しており、経営体数の減少から優良農地が荒廃園

になるといった事態を未然に防ぐためにも、農家の負担を軽減し、後継者や定年帰農者

が積極的に就農できる環境作りを目的に本協定を取り組むこととした。

３．取組の内容

平成19年度に、地域活性化と住民交流を目的に地元農産物の直販所を設置したほか、

農作業の負担を軽減するために山間部に休憩所とトイレを整備した。平成21年度には、

農機具の修繕を行う「農機具支援センター」を開設することで、農繁期でも地区内の技

術者による早急な対応と地域の雇用創出、参加者の経営効率向上につながった。

また、平成20年度に共同取組活動の配分割合を従来の50％から100％に増加し、スプ

リンクラー施設の維持管理費や農道整備の地元負担部分に充当することで、農家の負担

軽減と担い手が農地集積に取り組みやすい体制整備を図ることができた。

柑橘を中心とする地元農産物直販所 農機具支援センターの開設



［集落の将来像]
○後継者や定年帰農者が本格的に就農するまでに、営農・経営技術を理解し、習得できる環境を作って
いく。

○非農家の協力も得ながら集落全体で行なう活動を増やし、協定活動や集落づくり活動への理解促進に
努め、集落機能の維持を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○高品質安定性につながる、新技術・新品種の導入を進める。
○スプリンクラー施設の適正利用や園内作業道の設置など農作業の省力化を図る。
○農地流動委員会を通じて、担い手への集積を促進する。
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 畑270ha 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践（ ）
年１回 ・新品種導入及び改植面積

個別対応 3.5ha実施
共同取組活動

共同取組活動
農道の管理
・年２回 簡易補修、草刈り 堆きゅう肥の施肥

年１～２回 担い手育成に係る取り組み
共同取組活動 ・新規就農者３名

個別対応 認定農業者数５名増加・

鳥獣害防止対策 共同取組活動
・防鳥ネットの設置

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

本制度を有効的に活用することで、地域の活性化と集落営農活動の増進につながった

ほか、農作業の効率化による高齢農家の支援と新規就農者や後継者が就農しやすい環境

を整備することができた。

今後は、集落全体で優良農地を護り、耕作放棄地の発生を防止するためにも、農業後

継者の更なる育成強化と担い手への集積化を促進により、高品質な柑橘の安定供給に向

けて努力していく。

［平成21年度までの主な成果］
○ 高付加価値型農業の実践 新品種の導入（目標３ha、H18～21実績3.5ha）
○ 担い手育成にかかる取り組み
・新規就農者３名 （Ｈ18年度３名）
・認定農業者５名増加 （Ｈ18年度１名、Ｈ19年度２名、Ｈ20年度２名）

○ 地元農産物の直販所や休憩所・トイレの設置、農機具支援センターの開設


